
相続・贈与・事業承継が専門です。

200万円生前贈与をしましたが、その年に相続が発生しました。
贈与税の申告は必要でしょうか？

夫から自宅の贈与を受けて、父からの現金贈与によりその自宅の増改築資金
を行うつもりです。どちらの贈与も特例等の適用が受けられますか？

今⽉の
Q&A

資産税NEWS
THE PROPERTY NEWS

FROM KYOTO CERTIFIED TAX ACCOUNTANT COMPANY

４
平成30年4月1日

Ｎｏ. １４5

TEL : 075-693-6363 FAX : 075-693-6565 URL : http://www.ego-kcc.com

■■■■■■ お問い合わせ ■■■■■■■

〒601-8328京都市南区吉祥院九条町３０番地１ 江後経営ビル

今月のお知らせ

※ 「今⽉のクイズ」は紙⾯の都合上、休載致します。
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税理士 江後慎太郎

相続⼜は遺贈により財産を取得した⽅が、その相続開始前3年以内に被相続⼈から
の贈与により財産を取得した場合には、贈与を受けた財産を相続税の課税価格に加
算して相続税を計算します。

加算された贈与財産に対する贈与税の額は、加算された⽅の相続税の計算上控除さ
れます。

⽣前贈与加算は駆け込み的な⽣前贈与によって、相続税を安くすることがないよう
に設けられた制度です（被相続⼈から相続開始前3年以内に贈与を受けた⽅であっ
ても、⽣前贈与加算の対象とならない贈与がありますのでご注意ください。）

贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、贈与税の申告書の提出は受贈者の態様
により贈与税及び相続税の取り扱いが決まってきます。

※ 相続時精算課税の特例を受けていない者
① 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です。相続⼈の死亡前の3年以
内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

② 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります（贈与税の基礎控除
を超える場合には贈与税の申告と納税が必要となります。）

今回200万円⽣前贈与をしていれば、贈与をした年の翌年3⽉15⽇までに贈与税の
申告書を提出し9万円納税する必要があります。

しかし、贈与者が贈与をした年に死亡し、受贈者である相続⼈が
相続財産を取得する場合には贈与税の申告は不要となります。

01 今月のトピックス

相続財産を取得していれば贈与税の申告は不要と
なります。

200万円生前贈与をしましたが、その年に相続が発生
しました。贈与税の申告は必要でしょうか？ Q

贈与税の配偶者控除と住宅取得等資金の贈与税の
非課税特例を併用して適用する事ができます。

夫から自宅の贈与を受けて、父からの現金贈与により
その自宅の増改築資金を行うつもりです。
どちらの贈与も特例等の適用が受けられますか？

A

課長 牧本

受贈者である⽅が各々の特例に係る要件をいずれも満たしている場合は、夫から
の贈与については「贈与税の配偶者控除」を適⽤し、⽗親からの贈与については
「住宅取得等資⾦の贈与税の⾮課税の特例」を併⽤して適⽤できます。

ここでそれぞれの適⽤要件を確認しておきましょう。

（１）贈与税の配偶者控除 相続税法21条の6

婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住⽤不動産を贈与により取得した者が、
当該取得の⽇の属する年の翌年3⽉15⽇までに当該居住⽤不動産を居住の⽤に供
した場合、⼜は居住⽤不動産を取得する為の⾦銭を贈与により取得した者が、当
該取得の⽇の属する年の翌年3⽉15⽇までに当該⾦銭により居住⽤不動産を取得
するとともに居住の⽤に供した場合において、当該居住⽤不動産をその後も引き
続き居住の⽤に供する⾒込みであるときは、贈与税の課税価格から2,000万円ま
での⾦額を贈与税の配偶者控除として控除するとされています。

（２）住宅取得等資⾦の贈与税の⾮課税の特例 租税特別措置法70条の２

20歳以上かつ⼀定の所得⾦額以下の受贈者が、その直系尊属から贈与により取得
した住宅取得等資⾦の全額を取得の対価に充てて、翌年3⽉15⽇までに⼀定の住
宅の新築、取得⼜は増改築等を⾏った場合には、住宅資⾦⾮課税限度額⼜は特別
住宅資⾦⾮課税限度額までの⾦額については、贈与税の課税価格に算⼊しないも
とされています。

以上のとおり、それぞれの条⽂上においてもそれらの特例の併⽤を制限する規定
はありません。
ご質問のように居住⽤家屋の受贈後において、⾃⼰が所有し、かつ、居住してい
る家屋に対して⾏われた増改築等の⼯事費⽤として住宅取得等資⾦の
贈与を受けた場合には、各々の特例に係る要件をいずれも満たすなら
ば、それらの特例の併⽤適⽤は可能であると考えられます。

02 連載！不動産に係る税務


